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公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

 

平成２８年１０月１１日 

                                世田谷区 

 

１ 事業の概要 

（１）件名 

世田谷区本庁舎等設計業者選定準備支援業務委託 

（２）目的 

本募集は、世田谷区本庁舎等整備事業（以下｢本事業｣という。）における世田谷区本

庁舎等設計業者選定準備支援業務の受託者を公募し選定するものである。 

世田谷区では、本事業の特性等を十分に理解し、優れた設計業者をプロポーザルに

より選定する予定である。このため、「世田谷区本庁舎等整備基本構想」（以下｢基本構

想｣という。) を踏まえて、設計業者選定プロポーザルを実施する上で必要な業務を支

援する、豊富な経験と能力を有する優れた業者を特定することを目的としている。 

（３）業務内容 

本事業における設計業者の選定支援業務のうち、本年度は設計業者選定プロポーザ

ルの準備として、実施要領等を作成する支援業務のみの契約とする。業務内容は下表

による。 

項目 
役割分担 

【発注者】 【受託者】 

【１】 設計業者選定段階   

 １.基本構想等の整理   

 

1.事業目的の整理 案作成 資料確認・助言 

2.基本構想段階における課題の整理と課題に対する今後の取り組み方針 
資料提示・ 
回答案作成 

支援・助言 

3.事業対象範囲の策定（想定される事業を全て網羅する） 案作成 支援・助言 

4.事業対象範囲を踏まえた事業費概算書の作成（設計調査費・建設費・付帯工事費など） 資料提示・承諾 案作成 

5.工事発注計画の策定、多様な入札契約方式の検討 承諾 案作成 

6.付帯関連工事に関する発注計画の策定 承諾 案作成 

7.設計業者選定方法等の策定（プロポーザル方式を想定） 案作成 
支援・助言（比
較説明資料作

成） 

8.事業スケジュールの作成 資料提示・承諾 案作成 

２.設計業者選定公募手続き   

 

1.設計業者選定における評価基準、選定プロセス（デイリー）の策定 承諾 案作成 

2.設計業者選定スケジュールの策定、およびスケジュール管理 承諾 案作成 

3.設計業務委託範囲の整理（設計対象の整理、設計成果物の確定） 承諾 案作成 
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項目 
役割分担 

【発注者】 【受託者】 

4.設計委託報酬 予定価格の算定 作成 助言 

5.設計業者選定用の資料の作成（実施要領、応募様式、仕様書、評価基準等） 委員会で決定 案作成 

6.設計業者選定公募手続き（HPでの公告等） 作成 助言 

３.設計業者選定に係る委員会等の運営   

 

1.※委員の委嘱、委員会の招集 選定・委嘱 助言 

2.※委員会の運営（設計業者ヒアリングを含む） 主宰 
出席・運営支
援・議事録作成 

3.※設計業者選定に係る技術的評価支援（実現性の検証にもとづく比較資料の作成） （委員会で評価） 
支援（資料作
成） 

4.※応募者への対応（現地調査、質疑回答含む） 承諾 
作成支援・案作

成 

5.※区民・議会などへの説明（設計業者選定公開プレゼンテーション等を含む） 主催 
出席・運営支
援・議事録作成 

４.共通業務   

 
1.情報管理の取り組み 承諾 案作成 

2.会議体運営、出席（事務局との会議） 出席・協議 
出席・運営支
援・議事録作成 

※の項目は、設計業者選定支援業務として平成２９年度に予定している。ただし、委員会の運営等（主に３

－１、３－２）に関しては、平成２８年度と平成２９年度の双方に含まれる業務とする。 

 

（４）履行期間 

  契約日から平成２９年３月３１日まで 

 

２ プロポーザルに参加できる者の資格 

（１）参加者資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者(以下｢参加者｣という。) は、参加表明書の

提出日を基準日として、次の①から⑦までの参加資格要件を全て満たす単体企業とする。 

① 発注者の業務支援を行うコンストラクション・マネジャー(ＣＭｒ)のうち、公的主

体が発注する工事※で、設計業者選定、設計、施工業者選定、施工のいずれかにおい

て、設計業者選定支援、設計の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種の

マネジメント業務(平成１４年４月１日以降に発注され、参加表明書提出日までに完了

している)を行なった実績があること。 

※公的主体が発注する工事とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律（平成１２年法律第１２７号）第２条第２項に定める公共工事」又は「医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第３１条に定める公的医療機関」、「国立大学法人法（平

成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人」及び「地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法人」が

発注する工事 

② 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける世田谷区競争入札参加資格を有

する者で、申請業種に「建築設計」の格付を有していること。 

③（３）の「業務実施上の条件」で示す資格及び実績要件を満たすものであること。 
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④ 公告日から参加表明書の提出まで、世田谷区指名停止基準による指名停止を受けて

いないこと。 

⑤ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号)第２３条の規定により、一級建築士事務所の

登録を受けていること。また、建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けてい

るものが所属していないこと。 

⑥ 経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定

に基づき更正手続開始の申し立てをしたとき、民事再生法(平成１１年法律第２２５

号) 第２１条第１項の規定に基づき再生手続開始の申し立てをしたとき、手形又は小

切手が不渡りになったとき等をいう。）にないこと。 

⑦ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 第１６７条の４第１項の規定に該当

していないこと。 

(２) 参加等に対する制限 

本業務の受託者及びその関連企業(会社法(平成１７年法律第８６号)第２条の規定す

る親会社と子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者、又は、

一方の会社の役員が他方の会社役員を兼ねている者)は、今後発注する世田谷区本庁舎等

整備に関する基本・実施設計業務の受託者及び工事の受注者となることはできない。 

（３）業務実施上の条件 

ア 管理技術者の資格及び実績要件 

本業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。管理技術者は、ＣＣ

ＭＪ(日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャ

ー、以下｢ＣＭｒ｣という。)及び一級建築士の資格を有し、公的主体が発注する工事にお

いて発注者の業務支援を行うＣＭｒとして、ＣＭ業務に携わった実績がある者であるこ

と。なお、管理技術者は、イの１)の建築（総合）主任担当者との兼務も可能である。 

イ 本業務を担当する各分野の主任担当者の資格及び実績要件 

設計業者の選定においては、提案に対して技術的観点から実現性等の検証を総合的に

行う必要があるため、下記の資格及び実績を確認する。 

１）建築（総合） 

ＣＭｒの資格、又は一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績がある者

であること。 

２）建築(構造) 

構造設計一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績がある者であること。 

３）電気設備 

建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があ

る者であること。 

４）機械設備 

建築設備士又は設備設計一級建築士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績があ

る者であること。 

５）建築コスト管理 
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建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績がある

者であること。なお、建築コスト管理主任担当者は、他の主任担当者との兼務も可能で

ある。 

６）工事施工計画 

一級建築施工管理技士の資格を有する者でＣＭ業務に携わった実績がある者であるこ

と。なお、工事施工計画主任担当者は、他の主任担当者との兼務も可能である。 

ウ 業務の再委託  

契約の履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要な

部分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。 

 

３ 募集及び審査の進め方 

（１）選考方針 

受託候補者の選定は、世田谷区の職員５名で構成する｢世田谷区本庁舎等設計業者選定

準備支援業務委託プロポーザル審査委員会｣(以下｢委員会｣という。) において、業務提

案書やヒアリング等による審査を踏まえて実施する。 

（２）一次審査 

参加資格の確認をした上で、提案者の組織体制と実績及び資格等の観点から客観的審

査を行い、二次審査の対象とする業者を３者程度選定する。 

一次審査終了後、速やかに審査結果を提案者全員に通知する。二次審査の対象とした

業者には、業務提案書等を期限内に提出することとし、ヒアリング日程等をあわせて通

知する。 

（３）二次審査 

本事業における区の要望に即したものであるかという観点から業務提案書等の内容及

びヒアリングを審査し、優先交渉権の順位付けを行う。 

 

４ 手続等  

（１）事務局 

世田谷区総務部庁舎計画担当課（担当：菊島、村松） 

所在地：154-8504世田谷区世田谷4－21－27（第１庁舎３階） 

電 話：０３－５４３２－２０８８ ＦＡＸ：０３－５４３２－３０００ 

Ｅメール：SEA01036@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）提案要求説明書の交付期間、場所及び方法 

１）交付期間      

平成２８年１０月１１日（火）から平成２８年１０月２６日（水）まで 

２）場所及び方法 

①世田谷区ホームページよりダウンロード 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/157/722/730/d00149078.html 

   ②上記（１）にて窓口配布（土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで） 

mailto:SEA01036@mb.city.setagaya.tokyo.jp
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/157/722/730/d00149078.html
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（３）参加表明書及び一次審査に係る書類等の提出期間、提出先及び方法 

１）提出期間 

 平成２８年１０月１１日（火）から平成２８年１０月２６日（水）まで 

※受付時間は土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

２）提出先及び方法 

  本件事務局へ直接持参または郵送（締切日必着） 

※郵送は、特定記録郵便又は書留郵便に限る。また、到着について必ず本件事務

局へ電話で確認すること。 

（４）二次審査に係る提案書等の提出期間、場所及び方法 

  １）提出期間  

平成２８年１０月３１日（月）から平成２８年１１月１４日（月）まで 

※受付時間は土日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

２）提出先及び方法 

本件事務局へ直接持参または郵送（締切日必着） 

※郵送は、特定記録郵便又は書留郵便に限る。また、到着について必ず本件事務

局へ電話で確認すること。 

 

５ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金：免除  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）当該業務に直接関連する他の委託契約を当該業務の委託契約の相手先との随意契約

により締結する予定の有無：有 

予定業務は、平成２９年度の世田谷区本庁舎等設計業者選定支援業務 

（５）関連情報を入手するための照会窓口：下記の｢本件に関する問い合わせ先｣のとおり 

（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提

案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７）詳細は説明書による。 

 

《本件に関する問い合わせ先》 

世田谷区総務部庁舎計画担当課  担当 菊島、村松 

住所 〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７（第１庁舎３階） 

電話  ０３－５４３２－２０８８ 

FAX  ０３－５４３２－３０００ 

E-mail SEA01036@mb.city.setagaya.tokyo.jp 
 

 

mailto:SEA01036@mb.city.setagaya.tokyo.jp

